
 

 

神奈川県県税条例施行規則（昭和45年神奈川県規則第43号）新旧対照表 

新 旧 

第１条～第１条の６ （略） 第１条～第１条の６ （略） 

（県税の減免） （県税の減免） 

第２条 所長は、次に掲げる県税を減免する。 第２条 所長は、次に掲げる県税を減免する。 

(１)～(８) （略） (１)～(８) （略） 

(９) 公益社団法人神奈川県農業会議が、農業用

地又は農業団地の造成又は分譲を行うための

不動産を取得した場合における当該不動産の

取得に対する不動産取得税 

(９) 公益社団法人神奈川県農業公社が、農業用

地又は農業団地の造成又は分譲を行うための

不動産を取得した場合における当該不動産の

取得に対する不動産取得税 

(10)～(40) （略） (10)～(40) （略） 

第２条の２～第６条 （略） 第２条の２～第６条 （略） 

（徴収金の納付又は納入） （徴収金の納付又は納入） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ 個人事業税、不動産取得税及び自動車税    

 に係る徴収金は、収納金融機関等のほか、地方

自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１

項   の規定により知事が県税の収納に関す

る事務を委託した者に納付することができる。 

２ 個人事業税、不動産取得税及び自動車税の種別

割に係る徴収金は、収納金融機関等のほか、地方

自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条の

２第１項の規定により県が 県税の収納の事務 

   を委託した者に納付することができる。 

３ （略） ３ （略） 

４ 前３項の規定によるほか、個人事業税及び自動

車税の種別割は、地方自治法施行令（昭和22年政

令第16号）第155条の規定による口座振替の方法

により納付することができる。 

４ 前３項の規定によるほか、個人事業税及び自動

車税の種別割は、地方自治法施行令       

     第155条の規定による口座振替の方法

により納付することができる。 

５ （略） ５ （略） 

６ 第１項から第３項までの規定にかかわらず、自

動車税の環境性能割は、納税者が電子情報処理組

織を使用して法第160条第１項の規定による申告

書の提出を行う場合（当該電子情報処理組織を使

用して道路運送車両法第７条若しくは第13条の

規定による登録の申請を行い、又は同法第67条第

１項の規定による自動車検査証の変更記録を受

ける場合に限る。）には、地方税共同機構から得

た納付情報により納付するものとする。 

６ 第１項及び第３項  の規定にかかわらず、自

動車税の環境性能割は、納税者が電子情報処理組

織を使用して法第160条第１項の規定による申告

書の提出を行う場合（当該電子情報処理組織を使

用して道路運送車両法第７条若しくは第13条の

規定による登録の申請を行い、又は同法第67条第

１項の規定による自動車検査証の変更記録を受

ける場合に限る。）には、地方税共同機構から得

た納付情報により納付するものとする。 

７・８ （略） ７・８ （略） 

第７条の２～第16条 （略） 第７条の２～第16条 （略） 

（利子割、配当割及び株式等譲渡所得割の交付に関す

る報告） 

（利子割、配当割及び株式等譲渡所得割の交付に関

する報告） 

第17条 地方自治法           第252

条の19第１項の市（以下「指定都市」という。）

の長は、毎年、10月末日までに、法第71条の26、

第71条の47及び第71条の67の規定により当該市

に対して県が交付するものとされる利子割、配当

割及び株式等譲渡所得割に係る交付金の額の算

定に必要な事項を、利子割、配当割及び株式等譲

渡所得割に係る交付金の額の算定に関する報告

書により知事に報告するものとする。 

第17条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第252

条の19第１項の市（以下「指定都市」という。）

の長は、毎年、10月末日までに、法第71条の26、

第71条の47及び第71条の67の規定により当該市

に対して県が交付するものとされる利子割、配当

割及び株式等譲渡所得割に係る交付金の額の算

定に必要な事項を、利子割、配当割及び株式等譲

渡所得割に係る交付金の額の算定に関する報告

書により知事に報告するものとする。 

第18条～第37条 （略） 第18条～第37条 （略） 

  

 










































